
別 紙

令 和 6年 4月 19日

訪問看護ステーション管理者 様

公益財 団法人 日本訪聞看護財 団

理 事 長  田村  や よひ

(公 印 省 略 )

訪問看護 における 「短時間の駐車が不可避である業務用車両に係 る

駐車規制の在 り方」 に関す る Webア ンケー ト調査のご協力のお願い

謹啓 時下ます ます ご清祥のこととお慶び申 し上げます。

日頃より、 日本訪聞看護財団の事業へのご支援を賜 り、厚 く御礼 申し上げます。

当財 団では、令和 6年 2月 16日 規制改革推進会議 第 7回 地域産業活性化 ワーキ

ング・ グループ (内 閣府主催 )「議題 1.業務 の性質上、短時間の駐車が不可避である

業務用車両に係 る駐車規制の在 り方 について」にて提案 された「訪問看護車両に関す る

改善案」 (参考資料 1)に 関 し、各地域の訪問看護車輛 の駐車に係 る実態等を把握す る

ため、緊急調査を行 うこととしま した。

当該調査により得 られた結果は、警察庁交通局交通規制課の ご担 当者様にご報告 し、

今後の規制改革提案に関す る検討資料 として活用 され ます。つきま しては、下記の URL

より訪問看護提供 に際 しての車 l,雨 駐車に係 る諸課題等について、ご回答いただきます

よ う、何卒宜 しくお願い申 し上げます。

記

《Webア ンケー ト調査用 URL》

・調査結果は、本調査の 目的以外には使用せず、事業所  httド〃forms tte/Uも LkXUN7範 LmX3vP77

名等の固有の情報については一切収集いた しません。

`調査結果については、報告書 としてま とめ、当財団の調査研究報告書

等を掲載す るホームページにおいて公表 させていただきます。

・回答は 自由意志 に基づき、任意で ご回答 くだ さい。

回

締 切 :4月 26日 中
【参考資料 と。2】

内閣府 規制改革推進会議 会議情報

htt,s://wwI「 8 cao^go. iD/kiSei― kaikaku/kisci 2

よ07 a elldao htlⅥ

アmeeting/wg/2310 051ocal 40216/

【お聞い合わせ先】

公益財団法人  日本訪問看護財回   担当 :大竹

〒150‐ 0001 東京都渋谷区神宮前 5‐ 8‐ 2日 本看護協会 ビル 5F
TEL:03‐ 5778‐ 7001(平 日 9時～ 17時 にお願 い します) FAX:03‐ 5778‐ 7009


